
平成 29 年 6 月 20 日  

 

土浦六中地区保護者 様 

 

土浦第六中学校長 小島 勝則  

                          大岩田小学校長 橋爪 正文  

                          右 籾 小 学 校 長 冨田耕大郎  

 

天候の急激な変化等に伴う通学時の対応について（お願い） 

 

薄暑の候 保護者の皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。ま

た，日ごろより各校における教育活動並びに PTA活動に対し，多大なるご理解とご協力をいた

だき，感謝申し上げます。 

さて，近年，台風に伴う天候の急変や，大気の状態が不安定になることから起こる突風・竜巻

等の被害が，全国各地で発生しております。本学区内においても，今後，児童生徒の登下校時に

天候が急変することが予想されます。 

つきましては，このような場合，児童生徒の安全・安心を最優先に対応を考えていきたいと思

いますので，下記の内容についてご確認いただき，ご協力下さいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１１１１    前日までに判断できる場合前日までに判断できる場合前日までに判断できる場合前日までに判断できる場合    

 ・前日の段階で，天候不順等に伴う登校時刻の変更が決定した場合は，メールなどにより連絡

します。 

 

２２２２    当日の朝に判断する場合当日の朝に判断する場合当日の朝に判断する場合当日の朝に判断する場合    

（１）当日に天候不順等により登校時刻の変更が決定した場合は，６時３０分までに，緊急メ

ールやその他の方法により各家庭に連絡します。 

（２）上記（１）以外で，登校時に豪雨や落雷・強風等が発生した場合，または，予測される

場合には，児童生徒の安全・安心を最優先し，登校を遅らせる等の措置を保護者の判断で

決めていただきたいと思います。その際，小学校の場合は，同じ登校班の保護者同士で連

絡を取り合うなどして，児童が一人で登校することがないように配慮してください。 

  なおなおなおなお，児童生徒の安全確保のために登校時刻が遅れた場合は，遅刻扱いには，児童生徒の安全確保のために登校時刻が遅れた場合は，遅刻扱いには，児童生徒の安全確保のために登校時刻が遅れた場合は，遅刻扱いには，児童生徒の安全確保のために登校時刻が遅れた場合は，遅刻扱いにはなりませんなりませんなりませんなりません。。。。    

 

３３３３    下校時下校時下校時下校時のののの対応について対応について対応について対応について    

 ・下校直前に天候が急変した場合，または，竜巻・突風などの注意報が出された場合は，安全

確保のために下校時刻を遅らせる措置をとります。この場合は，メールや緊急連絡網により

各ご家庭に連絡します。なお，迎えに来て頂いた保護者の方には，児童生徒を直接引き渡し

します。 

 

４４４４    その他その他その他その他    

 ・帰宅後の児童生徒の安全確保に関しては，学校では””””自分自分自分自分の命の命の命の命はははは自分で守る自分で守る自分で守る自分で守る””””という指導を

行いますので，ご家庭でも話し合う機会を設けていただき，子供たちだけでも安全に過ごせ

るようにご指導をお願いいたします。 

 ・この件に関するご意見やご質問等がありましたら，各校の教頭までお願いいたします。 

 


